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７  会議の概要  

分科会長   ただいまから、予算決算委員会建設分科会を

開会いたします。  

審査に先立ち、分科会記録の署名委員に、小

西委員、村家委員を指名いたします。  

当分科会に送付されました各案件の審査につ

いては、各部局単位とし、お手元に配付して

あります分科会審査順序のとおり行う予定で

あります。 

委員各位に申し上げますが、質疑については、

平成３０年度決算に関係あるものでお願いい

たします。 

また、委員及び当局の皆さんに申し上げます

が、質疑・答弁及び説明については、簡潔・

明瞭に行っていただきますようお願い申し上

げます。 

これより、消防局所管分の決算審査を行いま

す。  

認定第１号  平成３０年度富山市一般会計歳

入歳出決算、歳出第９款消防費  

を議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

消防局長   〔挨拶〕  
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消防局次長  〔主要施策成果報告書及び委員会資料により

説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

岡部委員   今ほど説明がございました主要施策成果報告

書の６７ページから６８ページにかけてのと

ころでございますが、１つは、救急高度化推

進整備事業についてでございます。 

救急患者の救命効果の向上を図るため、救急

救命士の処置範囲が拡大され、気管挿管、薬

剤投与、心肺機能停止前の重度傷病者に対す

る静脈路確保及び輸液、低血糖発作症例への

ブドウ糖溶液の投与を行うことができる救急

救命士の養成を図って高度化に努めたという

ふうに記載されているわけですけれども、実

際、同２５１ページを見ると、救急救命士の

養成については、年度ごとに２人とか、平成

３０年度は７７人で９６％という数字が出て

いるわけです。このいわゆる高度な処置が可

能な救急救命士について細かい記載がないわ

けですけれども、この７７名の方が全て持っ

ておられるということで判断していいのか、

ほかにおられるのか、教えていただきたいで

す。  
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消防局次長  ただいまの、いわゆる特定行為と言われてい

る行為が行える救急救命士の数ですが、気管

挿管を行える有資格者は、現在８９名おりま

す。薬剤投与のできる有資格者は８３名おり

ます。２処置のほうにつきましては、２処置

自体がまだ始まって間もないものですから、

現在、有資格者については６３名となってお

ります。 

岡部委員   それでは、気管挿管や薬剤投与など、大変高

度な技術が必要な業務になるわけですけれど

も、症例が年間どのくらいあるのか聞かせて

いただきたいです。 

警防課長   平成３０年中の救急救命士が行いました気管

挿管につきましては２３件、薬剤投与につき

ましては８５件、心肺機能停止前の重度傷病

者に対する静脈路確保及び輸液につきまして

は８７件、低血糖発作症例でのブドウ糖投与

につきましては３８件実施しております。 

効果につきましては、気管挿管につきまして

は３名の方が１カ月以上の生存をされており

ます。薬剤投与につきましては５名が１カ月

以上の生存、輸液につきましては３２名の方

が血圧の上昇が確認されております。ブドウ

糖溶液の投与につきましては、２９名が意識
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の改善がなされております。 

以上のことから、救急患者の救命効果の向上

が図られたものと考えております。 

岡部委員   想像以上にたくさんの件数があるなというふ

うに思いまして、本当に大変ですが、ぜひこ

の体制、機能が図られるようによろしくお願

いしたいと思います。 

同じく主要施策成果報告書の６８ページに応

急手当普及啓発事業と書いてあります。ここ

には応急手当普及員バンクの登録者という表

現があるのですけれども、同じように、同２

５３ページでは、バンク登録者について何人

ぐらいいるのかということがちょっとわかり

づらいわけです。受講者が全て登録者になっ

ているのかどうか、お聞かせいただければと

思います。 

警防課長   応急手当普及員バンクといいますのは、消防

局が行います救命講習等の指導の補助のため

に応急手当普及員認定者、応急手当指導員認

定者に登録していただきまして、講習の指導

の協力をしていただくものでございます。 

平成３０年度ですけれども、登録者について

は１７８名、そのうち指導員は２９名、普及

員は１４９名登録を行っていただいておりま
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す。  

堀江委員   予算決算委員会資料の１ページと２ページの

様式１に不用額の記載がございます。常備消

防費の危険物審査委託料とはどういうものな

のか教えてください。 

予防課長   消防法では、一定数量以上の危険物を貯蔵す

る屋外タンクにつきましては、市町村長が実

施する保安検査というものを定期的に受ける

ことになっております。 

この保安検査につきましては、専門的な知識

や技術が必要ということで、法令に定めます

とおり、専門機関である危険物保安技術協会

というところにその審査事務の一部を委託し

ているということで、その委託料のことを危

険物審査委託料と言っております。 

堀江委員   それは幾らぐらいで  それをやらなかったと

いうことでしょうか。 

予防課長   タンクの大きさや審査内容によりまして、そ

れぞれ金額は違っております。詳細な値段に

つきましてはちょっと割愛させていただきま

して、この審査委託料が余った理由につきま

しては、例年、保安検査につきましては、各
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タンクの申請計画に基づきまして保安検査を

実施しているのですが、そのうちの１つにつ

きまして、事業所が事前点検を行ったところ、

補修箇所が当初の見込みより大幅に多かった

ため、予算が足りなくなったということで、

そのタンクを使用休止としまして……  

消防局長   遮って申しわけございません。少しわかりに

くい話なものですから。 

一言で言えば、事業所の都合によってという

ような言い方もできるわけなのです。計画的

に予定を立てておいでになられるのですが、

今、予防課長が言いましたように、何か不測

の事態といいますか、想定されなかったよう

な修繕があったりして、検査を受けてタンク

をこのまま使っていこうという  今、何と言

いましても、民間企業も厳しい状況ですから、

そういうことで予定が狂っていくといいます

か、先送りになったり、中には廃止するとか、

もう検査対象から外れていってしまうとかと

いうようなことも往々にしてございます。や

はりこのように不用額として残りますので、

私どもといたしましても、きっちり詰めた計

画を事業者と打合せさせていただいて、予算

計上しているわけなのですが、やはり予定は

未定みたいな部分もございまして、やむを得
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ず、このような不用額が発生すると。検査を

しなくなったということになって不用額とな

って残っていくというふうになっています。  

堀江委員   そうしますと、このまま休止という状況の中

で、次年度にするのか、あるいは、もう廃止

という方向に行くのか、それはどの時点で見

通すというか、決断を下されるのでしょうか。 

消防局長   具体的に言いますと、市内ですと、四方のコ

ンビナート地域の事業所の社内の方針といい

ますか、維持管理してこれだけやっていく、

もしくは廃止すると事業にどの程度支障があ

るのか、ないのかというようなことをやはり

検討されるといいますか、てんびんにかけら

れて、ある程度休止して、いつかはまた直し

て使うというようなこともありますでしょう

し、これはやはりその事業所の業務の方針次

第ということになります。  

尾上委員   主要施策成果報告書の６８ページに消防水利

整備事業というものがあります。防火水槽や

消火栓などを計画的に増やしたりして、消防

水利の充実に積極的に取り組んでいただいて

おりまして、市民としては大変心強く思って

おられるのではないかなというふうに思って
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おりますが、農業用水を長期間にわたってと

めるときなどは、市民の方から火災に対する

不安の声をよく耳にすることがあるのです。

大規模な火災になったらどんな水利でも多分

必要とされるのだとは思うのですが  通常の

火災という言い方が適当かわかりませんけれ

ども、一軒の家が全焼するぐらいの火災で、

消火栓や防火水槽というもの以外のものを頼

らなければ消火活動ができないという地域は

どこかあるものなのですか。 

警防課長   今ほどの御意見ですけれども、どうしても農

業用水に頼らなければならないという地域は

ないと認識しております。  

しかしながら、今委員がおっしゃいましたが、

農繁期には水がたくさん流れている用水が多

くありますので、それが大変有効だと考えら

れれば、その水利を使って消火活動を行いま

す。  

尾上委員   安心しました。  

私も消防署等に断水しますという案内を持っ

ていったときには確認して、そういったお話

は聞くのですけれども、やはり市民の方々の

中には、農業用水というと、火事のときに消

火に使う水だというイメージを持っておられ
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る方もおられて、「火事、大丈夫なんか」と

いう話を非常によく聞くものですからちょっ

とお尋ねしたわけです。 

主要施策成果報告書の２５４ページだけでは

ないのですけれども、消防総合情報管理シス

テム整備事業につきまして、令和元年度で完

成するのではないかなというふうに思ってお

ります。これを整備することによって、常備

消防や消防団などの活動が多分しやすくなる

のだというふうには思うのですが、我々一般

市民に対して新たな情報が提供できるとか、

何かいろいろなサービスが提供できるという

ことがあれば紹介していただければありがた

いなというふうに思います。 

通信指令課長 現在のシステムは平成１５年度に導入したも

のでございまして、基本的にはこのシステム

を全面更新するものでございますけれども、

新たに導入するものもございます。 

主なものとしましては、まず、聴覚や言語に

障害をお持ちで会話が不自由な方が会話によ

らず、スマートフォンなどの操作だけで１１

９番通報することができる、いわゆるＮｅｔ

１１９緊急通報システムというものを導入す

ることにしておりまして、これによりまして、

そういった障害をお持ちの方の緊急通報の利



10

便性の向上を図ることとしております。 

もう１つございまして、現在、消防局では、

基本的に消防職団員に火災発生情報をメール

配信しております。あるいは防災対策課では、

ツイッターなどで暴風警報等の気象情報や避

難情報を配信しておられます。こういったも

のを今回のこの新たなシステムを通して一元

的に、リアルタイムといいますか、即時性を

もって登録された市民の皆様にメール配信を

行うこととしておりまして、これらの導入に

よりまして火災や救急、あるいは防災に関す

る市民サービスの向上を図って、最終的には

市民の安全確保につなげていくということで

予定しております。 

尾上委員   市民にとっては、情報がリアルタイムという

か、すぐ届くということで、非常にいいシス

テムだなというふうに思っております。せっ

かくいいシステムをつくられたのですから、

これからも市民に有効なことを何か考えなが

ら運用していっていただければいいのかなと

いうふうに思います。 

村上委員   婦中方面団熊野分団器具置き場で、研修室や

収納スペースを備える施設というのは、これ

は特別なのですか。 
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総務課長   この置き場の建設につきましては、従来と変

わらず、規模的にも全く変わらない施設でご

ざいます。 

分科会長   ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

これより、認定第１号中消防局所管分の意見

の表明を行います。 

意見の表明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、消防局所管分の決算審査を終了いた

します。 

消防局の皆さんは、退室をお願いいたします。 

この後、上下水道局所管分に入ります。 

説明員を交代いたしますので、しばらくお待

ちください。 

〔消防局退室／上下水道局入室〕  
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分科会長   これより、上下水道局所管分の決算審査を行

います。 

議案第１４３号  平成３０年度富山市水道事

業会計未処分利益剰余金の処分の件、  

議案第１４４号  平成３０年度富山市工業用

水道事業会計未処分利益剰余金の処分の件、  

議案第１４５号  平成３０年度富山市公共下

水道事業会計未処分利益剰余金の処分の件、  

認定第１８号 平成３０年度富山市水道事業

会計決算、 

認定第１９号 平成３０年度富山市工業用水

道事業会計決算、  

認定第２０号 平成３０年度富山市公共下水

道事業会計決算、  

以上６件を一括議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

上下水道局長 〔挨拶〕 

上下水道局次長 〔決算概要及び委員会資料により説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

尾上委員   予算決算委員会資料の７ページです。 

下水道普及促進活動についてでございますが、
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接続率、水洗化率ともに着実に伸びており、

平成３０年度末の水洗化率については資料に

記載されていて、９５．８％となっています

けれども、同じく平成３０年度末の接続率及

び未接続戸数はどれだけなのか、お聞かせい

ただけますか。  

給排水サービス課長 ただいまの質問ですけれども、平成３０年度

末の未接続戸数につきましては、５，５６４

件となっております。 

尾上委員   接続率はどうなっていますか。  

給排水サービス課長 接続率につきましては、９５．８％となって

おります。 

分科会長   給排水サービス課長にお伺いします。 

そうすると、１００％から９５．８％を引い

た４．２％が未接続でいいのですか。  

給排水サービス課長 そういうことです。  

分科会長   尾上委員、それでよろしいですか。  

尾上委員   はい。 

そして、未接続が５，５６４件となっている
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わけですけれども、先ほども御紹介がありま

したように、取組みを一生懸命進めておられ

るというのはわかっているのですが  これか

らも接続していただくように取組みを行って

いかれるというふうに思っておりますが、具

体的にどのような方法でされるのか、お伺い

いたします。 

給排水サービス課長 接続普及促進の具体的な取組みにつきまして

は、まず、接続見込みの高い世帯につきまし

ては、現在の排水処理状況がくみ取りだとか、

単独浄化槽ということで、要は生活環境の改

善が期待される方と、過去の訪問時にアンケ

ートが未回答で接続の意思がわからないとい

う方に対しまして、本人または家族と直接面

談できることを目的に普及推進員による戸別

訪問を行っております。平成３０年度につき

ましては、１回だけではなくて２回行きまし

て、２回目で面談できなかった場合には啓発

チラシやアンケートを投函しております。 

また、過去の訪問時に接続の意思があると回

答された方に関しましては、直接面談できる

タイミングを狙いまして、お客様の在宅の可

能性が高いと思われる夏休み中の７月、８月

を強化月間といたしまして、職員も含めて、

局全体で戸別訪問を複数回行うことによって、
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重点的な活動として参っております。  

尾上委員   決算概要の５ページに地域別接続率が記載さ

れているわけですけれども、八尾地域が少し

低いのですが、やはり地域性というか、家の

つくりといったものがかなり影響しているも

のなのですか。  

給排水サービス課長 八尾地域につきましては、今ほど言われた家

屋のつくり方といったところもあります。 

また、八尾地域も婦中地域もそうなのですけ

れども、まず開始した時期が遅いということ

もありまして、接続率に関してはちょっと低

い状況になっていますけれども、括弧内に書

いてあります伸び率から言いますと、ほかの

地域と比べれば、今後もまだ伸びが期待され

ると考えております。 

尾上委員   建物のつくりなどで接続しづらいというのは、

あの地域を見ると私も何となくわかるのです

が、接続しやすくするような工夫というのは

市として何かできるものなのですか。  

給排水サービス課長 例えば今言われたように、八尾旧町とか、そ

の辺につきましては、道路に面して間口が狭

いとか奥行きが長い状況です。そうすると排
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水は多分家の裏になっていると思うのですけ

れども、前面に下水道が入っていますので、

要は、逆方向に入れる、床下のほうに配管を

入れるなどとなると、お金のほうもかかると

いうことで、同じお金を使うにしても優先順

序が今のところ高くないのかなというふうに

感じております。  

尾上委員   何か市としてそういうものに対応するような、

接続しやすいように市が裏に持っていくとい

うことはなかなかできないのだと思うのです

けれども、何かそういう工夫をしてあげて  

垂れ流しているわけではないので、環境や衛

生面では問題ないのかもしれませんけれども、

何かそういう工夫をできたらいいなというふ

うに思います。これは意見でございます。 

小西委員   決算概要の６ページの「未利用エネルギー等

の有効活用」の「（１）消化ガス」、浜黒崎

浄化センターの件ですけれども、総事業費は

お幾らだったのでしょうか。 

下水道課長  これにつきましては、発電事業者が民間の水

ｉｎｇ株式会社ということで、市のほうで事

業費を言うことはできないような状況です。  
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小西委員   売却収入見込みが年間約１億円ということで

すが、これが丸々収入になるということで考

えていいわけですか。 

下水道課長  これは消化ガスの売却益ということで、上下

水道局のほうに入る形になります。 

堀江委員   委員会資料の１ページにございます処置状況

なのですが、収納率向上のための取組みとい

うことが毎回のように出てまいります。平成

２８年度から多重債務者に対して債権管理対

策課といろいろ共同で、①②③とございます

が、この取組みによって具体的に成果は上が

ったのでしょうか。 

料金課長   マッチングという形をとっておりますが、債

権管理対策課と連携しての取組みの御質問だ

と思います。 

債権管理対策課のほうで、市の債権にもそれ

ぞれいろいろな債権がございますので、それ

らとあわせたもので、水道料金、下水道使用

料の滞納者に対して、いろいろとマッチング

をさせて、市の債権の多重債務の人が何人い

るかという形をとっております。  

水道料金については１０４人、下水道使用料

については１１５人、マッチングに出したと
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ころ、水道料金については５３件、下水道使

用料については６５件、多重債務と判断され

ております。 

これらの方につきまして、③のほうにありま

す分科会という形をとって、情報の共有化を

図りながら滞納整理を進めております。 

それから、多重債務の一部につきましては、

②に書いてありますとおり、債権管理対策課

において滞納整理を行ってもらうという形で、

現在のところ、水道料金については３件、そ

れから下水道使用料については４件、移管を

して、債権管理対策課のほうで滞納整理を進

めてもらっているところでございます。 

尾上委員   決算審査意見書に各企業会計の企業債につい

てのグラフが記載されているわけですけれど

も、未償還残高は着実に減っておりまして、

大変いいことだというふうに思っております

が、こういった傾向はこのまま今後も続いて

いくのか、お聞かせいただけますか。  

経営企画課長 企業債未償還残高の件ですが、まず下水道に

ついて申し上げます。 

下水道につきましては、１９９０年代から２

０００年代を中心に、多いときで２００億円

以上の事業費を投じて集中的に整備を行って
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きたところであります。その財源の一部とし

て企業債の借入れを行ってまいりましたが、

この借り入れた企業債が、借入れ後３０年を

経て、順次償還が完了している状況でござい

ます。 

今後のことについて具体的に申し上げますと、

元金償還額は、平成３０年度決算では約９５

億円でございますが、第２次富山市上下水道

事業中長期ビジョンの最終年度の令和８年度

には、それが７１億円に減る。企業債残高に

つきましても、平成３０年度末では約１，１

５０億円ばかりございますが、中長期ビジョ

ンの最終年度末には７３５億円ということで、

４１５億円程度減るということでございます。 

水道事業については、下水道ほど大きな変動

はございませんが、若干減ってきているとい

うことになります。 

尾上委員   施設もずっと使っていくと、古くもなります

し、またいつかの段階で大きな改修工事等、

どの会計においても必要になってくるのでは

ないかなというふうに思っております。この

資料に記載してある過去５年分を見ますと、

どの会計も借入額について若干増減はありま

すが、一定程度の額をずっとキープされてい

るわけですけれども、これについても今後こ
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ういった状況が続くと思っていていいのです

か。  

経営企画課長 概ねそのとおりでございます。  

尾上委員   決算審査意見書の５１ページは、公共下水道

事業会計だと思うのですが、収益のことが書

いてあります。収益のところをずっと読んで

いますと、営業外収益で増えましたよという

ものの中で国庫補助金が１，３００万円ほど

増えておりますが、この理由についてお聞か

せいただけますか。 

下水道課長  この１，３００万円の増につきましては、官

民連携手法の導入による調査ということで、

その可能性について調査を行ったものであり

ます。 

尾上委員   これは、予定していなかったものがそういっ

たことのためについたのだというふうに思っ

ております。本会議等々でもどこか  射水市

が水道事業を民間委託しましたというような

話がありましたが、３会計全てにおいて、や

はり市民の安心・安全の確保をイの一番に考

えて、今後も健全な運営に努めていただけれ

ばというふうに思います。  
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堀江委員   決算概要の３ページと４ページに、中長期ビ

ジョンに掲げる成果目標ということで、耐震

化率等が載っております。  

同ページに表があり、黒枠で６つ囲ってあり

ます。この中で②と③に、「目標値を下回っ

た理由」とございますが、この理由について、

想定していなかったのか、想定できなかった

のか。これらも含めて、想定というか、目標

値を設定して、実績として頑張っていただき

たかったなと私は思うのですが、このあたり

の見解をお聞かせください。 

水道課長   今ほどの御意見ですけれども、全水道管路と、

その次の給水拠点の整備の達成率について、

いずれもですが、当然予算等を計上、積上げ

していく際には、特に例えば下水道工事であ

れば、道路を掘って開削工事を行うというこ

とで補償工事として予算づけしているという

ものが、それ以外の管更生ということで道路

を掘らない方法に変わっていくと。それはあ

くまでも予算措置をした後、実施の段階で工

法を変えられたことによって、水道管の移設

補償工事が発生しなかったということになる

ものですから、今の御意見のように、当初か

ら予見できたかと言われると、実施の段階で

変わってきたものになるので、予見はできて
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いません。 

ただ、今後は、例えば下水道工事で申し上げ

ますと、開削工法から管更生工法とかと言わ

れるものは  管更生工事も実績は一定程度上

がってきていますので、今年度の予算の積上

げ作業などについてはより詳細に打合せを行

って、可能な限り実施に近い予算の組立てを

していきたいというふうに考えております。  

小西委員   今の件に関連してですけれども、もしそれを

ほかの工事と一緒にやらなければ、更新する

場合に工事費としてお金がたくさん要るわけ

ですか。 

水道課長   例えば、耐用年数を経過した通常の老朽水道

管の更新、水道事業単独で行う事業について

は、ここに記載しておりますとおり、当然配

水幹線を含めて計画どおり実施しております。 

今、下水道工事を例に挙げておりますけれど

も、これの原資はあくまでも補償金、相手か

ら補償金をいただいて水道の布設がえを行う

と。その中に、平成３０年度で言えば、下水

道工事の約８割が老朽管という予定で布設が

えを予定しておりましたけれども、実施され

なかったということで、全体の耐震化率等は

下がっていますが、あくまでも原資が相手に
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あるものですから、それをやらなければその

まま未執行、未実施ということになってきて

いるということです。 

岡部委員   決算概要の８ページの一番上のほうに経営指

標が記載されています。 

単純な質問でありますけれども、給水人口は

９００人余り減っておりますが、逆に給水栓

数が２，１６２栓増えているわけです。単純

に考えたら、給水人口が減ったら減るのかな

みたいな感じがするのですけれども、ここは

どういう理由で増加していくのか教えてくだ

さい。 

料金課長   おっしゃるとおり、人口につきましては減少

しておりますが、行政区の世帯数というもの

が、平成２９年度末には１７万６，７６８世

帯から、平成３０年度末には１７万８，５３

１世帯と１，７６３世帯増加しているところ

でございます。  

これは、単身者や核家族が増えてきているも

のと思われますが、主なところでは、大手の

マンションが昨年度４棟ほど建設されまして

入居開始となったことや、あと民間のアパー

トも増えております。それから、宅地開発、

一般住宅の新築等によるもので、それに伴っ
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て給水栓数というものが増えているところで

ございます。 

岡部委員   当然のことながら、給水栓数が増えれば収入

も増えるということで理解していいのですか。 

料金課長   給水栓数が増えれば料金収入も上がるという

ふうに思われますが、今まで大所帯の家族で

住んでいたところが核家族になったり、単身

になったりということで、逆に低料金帯へ移

行するということになります。使用する水量

については同じであっても、それぞれの料金

帯がまとまれば大きくなりますが、それぞれ

に分割されてしまいますと、低価格帯へ移行

することになって、逆に料金収入は減ってま

いります。そういうことで少し減っているも

のだと思っております。 

岡部委員   わかりました。何か難しい話ですね。 

関連しての話なのですけれども、決算審査意

見書の８ページを見ると、年度末給水栓数が

１８万９，９５８という記載ですね。  

今ほどの経営指標のところでは、これは多分

開栓中のみというところで、数字が少なく記

載されているということで理解をしていいの

かどうかお聞かせください。 
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料金課長   今ほどの世帯数と給水栓数の話……  

分科会長   決算審査意見書ではなくて、委員会資料のこ

とですか。 

岡部委員   決算審査意見書の５ページです。失礼しまし

た。  

分科会長   では、改めてもう一度質問してください。  

岡部委員   決算審査意見書５ページの年度末給水栓数が

１８万９，９５８ですよね。先ほどの決算概

要の給水栓数は１７万８，８８２ですが、こ

の差異について、開栓数ということで差異が

あるのかどうかお聞かせください。 

料金課長   決算審査意見書の５ページに載っております

給水栓数というのは、現在、中止しているも

のも含んでいるもので１８万９，０００余り、

決算概要のほうに載せているのは開栓中の栓

数のみでございます。 

岡部委員   同じ市の資料でそういう２種類の数字が出て

くるわけで、非常にわかりにくいので、でき

れば、開栓数は括弧書きで書くという表記に

すればどうかという意見でございます。 
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決算概要の１７ページに資本的収入及び支出

がございます。この支出のところの建設改良

費について、不用額が３億５，０００万円ぐ

らいあるわけですが、この不用額は何によっ

て生じたといいますか、不用となった理由に

ついてお聞かせいただけますか。  

水道課長   決算概要の１７ページに記載しております建

設改良費の不用額の主な理由及び内訳につき

ましては、先ほど少し説明をしましたけれど

も、下水道工事を含む他工事関連の水道布設

がえ工事において、開削工法から管更生工法、

あるいは道路改良工事  他の部署ですけれど

も、そういったところの未実施などによりま

して、補償工事を実施しなかったことによる

不用額として１億８，５２０万円で、３億５，

２００万円から見ると割合は約５３％。次に、

配水幹線や老朽水道管の更新工事を実施した

際における、いわゆる請負差金というものが

６，９９０万円で約２０％を占めます。次に、

例えばですけれども、新規に住宅等を整備さ

れて水道管が新規に要望されるといったよう

な、新たな水道管の整備が発生しなかったこ

とによる工事の未実施によるものですが、約

１１％で３，９１０万円が主な理由となって

おります。 
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岡部委員   金額的にかなり大きいものですから、聞かせ

ていただきました。 

決算審査意見書の１１ページですが、経営の

状況が書いてあります。このうち、下のほう

の営業費用の減価償却費が前年と比較して１

億円ぐらい増えているわけですけれども、こ

の減価償却の対象となったものは何か、お聞

かせください。  

契約出納課長 減価償却費が平成３０年度に増加した理由で

ございますが、富山市上下水道事業中長期ビ

ジョンに基づき、老朽化した配水幹線を更新

している中で、平成２７年度から平成２９年

度にかけて布設工事を行っております。 

平成２９年度に供用を開始しました中部幹線

及び古沢幹線の水道管について、平成２９年

度に本会計に計上したことから、平成３０年

度に初めて減価償却が発生しております。 

これらの幹線の減価償却費４，０００万円余

りが平成３０年度に減価償却費が増加した主

な要因でございます。 

岡部委員   金額的には半分ほどなのですけれども、ほか

には何かありますか。細かいものなのですか。 

契約出納課長 主なものは今の工事のものであります。 
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岡部委員   今後３年ぐらいはこういう額が必ず増えると

いう判断でいいのですか。幹線の整備等も含

めて。 

契約出納課長 今の中部幹線と古沢幹線については、例年に

はなかったものが今回たくさん出てきたもの

であります。 

分科会長   ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   なければ、これをもって質疑を終結いたしま

す。  

これより、議案第１４３号から議案第１４５

号まで及び認定第１８号から認定第２０号ま

で、以上６件を一括して、意見の表明を行い

ます。 

意見の表明はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   意見の表明なしと認めます。 

以上で、上下水道局所管分の決算審査を終了

いたします。 

暫時休憩します。  
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午前１１時１７分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午前１１時２５分  再開  

分科会長   ただいまから建設分科会を再開します。 

これより、活力都市創造部所管分の決算審査

を行います。 

認定第１号  平成３０年度富山市一般会計歳

入歳出決算、歳出第８款土木費中、活力都市

創造部所管分、  

認定第１６号 平成３０年度富山市軌道整備

事業特別会計歳入歳出決算、 

以上２件を一括議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

活力都市創造部長 〔挨拶〕  

活力都市創造部次長 〔主要施策成果報告書及び委員会資料により

説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

小西委員   主要施策成果報告書５８ページ（９）の集約

都市形成支援事業について、商業施設が不足

する地域に新規出店する事業者補助制度の周
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知ということですが、どのような成果が出た

のでしょうか。  

都市計画課長 この集約都市形成支援事業といいますのは、

今ほどおっしゃったように、日常生活に必要

な商業施設、いわゆるスーパーマーケットや

ドラッグストア、コンビニエンスストアを誘

導するための支援補助金として創設したもの

でございます。  

これまでも関係する事業者にはヒアリング等

を行いまして、制度の周知ですとか、課題な

どについてはさまざまにお聞きしているとこ

ろなのですが、実績としましては、現在まだ

活用に至っていない状況でございます。 

小西委員   地域は大山地域のほうを目標としておられた

ということですね。 

都市計画課長 そもそも商業施設が不足しているところにつ

きましては、立地適正化計画を作成するとき

に、現状を把握した結果、例えば今おっしゃ

った大山地域もそうですが、和合地域、ある

いは、細入、山田地域で不足している、要は、

立地していないということを確認しておりま

す。  

その４つの地域を対象に事業者にヒアリング
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を行って取り組んでいる状況でございます。  

小西委員   今、活用に至っていないと言われたのですけ

れども、現在のところ、見込みはどうですか。 

都市計画課長 スーパーマーケットとしても、やはり商売が

成り立つからこそということもあります。幾

つか課題として挙げられているのは、商売が

成り立つには幹線道路周辺に立地するまとま

った土地が欲しいですとか、あとは、商品を

搬入する際にも、１店舗だけに持っていくと

いうのはなかなか難しいので、物流経路なり

物流の方法、仕組みを確立しなくてはという

ような課題が幾つかあるというふうに伺って

おります。 

そういったところでこちらとしても協力でき

るところは協力、支援していきたいと思って

いますが、なかなか大きな課題があるのかな

というふうに思っております。  

村家委員   この事業は、民間の事業者にとって、採算性

が合うか合わないかということが一番根本的

な問題だと思うのです。富山市都市機能立地

促進事業がより活用しやすいように、少し制

度の見直し等も考えながらやっていかないと。

どうしても企業のほうは採算性というものを
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最重視します。ボランティアではございませ

ん。だから、一応、和合地域と大山地域とい

う特定のところに絞ってなさるわけで、例え

ばどのような見直しができるかわかりません

が、そこら辺も少しやっていかないと、スー

パーマーケットであろうと、コンビニエンス

ストアであろうと、なかなか今の状況では大

変難しいというふうに思います。皆さんでま

た相談していただいて、変革して大きな見直

しをかけないと、ただ「誰かやる人おられん

け」とか、「補助を出しますよ」と言ってい

てもだめだと思うので、そこら辺だけ要望で

す。  

小西委員   同じく主要施策成果報告書５９ページの（１

３）と２３６ページのまちなか再生推進事業

の市街地再開発事業についてですけれども、

完了した市街地再開発事業が２カ所あると思

います。桜町一丁目４番地区と、それから総

曲輪三丁目地区ということで、全体の事業費

の総額はおのおの幾らになりますでしょうか。 

都市再生整備課長 桜町一丁目４番地区につきましては、総事業

費が約８４億４，２００万円でありまして、

補助金は約３４億５，６００万円であります。 

内訳につきましては、国が約１９億８，００
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０万円、県が４億９，０００万円、市が９億

７，０００万円となっております。 

総曲輪三丁目地区につきましては、総事業費

が約１５６億円、補助金が約６０億２，００

０万円でありまして、国が３４億６，０００

万円、県が１０億２，０００万円、市が１５

億５，０００万円となっております。  

小西委員   今、補助金の総額と内訳を言われたのですけ

れども、その中に分譲マンションがあるわけ

ですが、分譲マンションとそれ以外に分けた

補助金の金額は、わかりますでしょうか。 

都市再生整備課長 再開発事業の補助金といいますのは、国の要

綱に従いまして、土地の整備費や従前権利者

の補償、再開発ビルの共用部分などに対して

補助しているものですから、部分ごとという

ものは出ておりませんので、それについては

答えようがないというのが実情であります。  

小西委員   それぞれの地域での従前の地権者数と再開発

後の地権者数の変化は、わかりますでしょう

か。  

都市再生整備課長 桜町一丁目４番地区につきましては、権利者

は従前が１３人、従後が７人となっています。 
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総曲輪三丁目地区につきましては、従前が１

２人で、従後が８人となっています。  

小西委員   ということは、再開発したところのほかへ転

出された地権者の方がいるということですね。 

都市再生整備課長 そうです。  

小西委員   総曲輪三丁目地区ですけれども、この商業ス

ペースにまだ店舗が出せない、入っていない、

まだ決まっていないというふうに聞いていま

すけれども、補助金として支援された額は先

ほど言われました６０億円ということで、莫

大な金額です。こういう状況に対して、市は

今現在どのように評価されているのでしょう

か。  

分科会長   小西委員に申し上げますが、ただいまの質問

は平成３０年度決算の審査に関係あるもので

しょうか。 

小西委員   はい。 

分科会長   どこら辺が決算審査にかかわるとお考えでし

ょうか。 
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小西委員   補助金を出されているわけですから、それの

使い道というか、有効な使用をされているか

という面で……  

分科会長   それは平成３０年度に係っていますか。それ

とも平成３１年度に係っていますか。  

小西委員   補助金を出されたのは平成３０年度ですから。  

分科会長   わかりました。  

では、お答えをお願いします。  

都市再生整備課長 市街地再開発事業というのは、目的としまし

ては、土地の合理的かつ健全な高度利用と都

市機能の更新を図ることを目的とした事業で

ございまして、当地区につきましても、再開

発事業の完成によりまして、もともとあった

老朽化した空きビルなどが共同、不燃化によ

って安全・安心で、快適な都市環境に整備さ

れたものと評価しております。十分に効果が

あったものと考えているところでございます。 

小西委員   今まだ店舗が入っていない、決まっていない

ということについての評価はありますか。 

活力都市創造部長 再開発事業の補助金につきましては、これま
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でも本会議の場でも申し上げておりますが、

国の補助制度に基づく市の義務負担分という

ことで、再開発事業としての都市計画決定が

され、事業認可されたものにつきまして、国、

県と同様に、制度にのっとって市が補助して

いるわけでございまして、補助金につきまし

ては施設整備に関するものが中心となってお

りますので、補助金の交付目的といいますか、

趣旨、その理由については、既にもう目的は

果たしているものというふうに理解をしてい

るところでございます。 

再開発事業の主要な施設であります商業テナ

ントにつきましては、今委員からも御案内の

とおり、まだオープンされていない現状につ

きましては、我々としても大変残念に思って

いるところでございますが、再開発組合のほ

うからは、１階の商業テナントにつきまして

はほぼ固まっていると。ただ、実際のオープ

ンの時期につきましては、周辺の商業環境と

か、あるいは人手の確保というようなことも

鑑みまして、当初はこの秋にでもというふう

にお聞きしていたわけですけれども、これが

半年ぐらいずれるというようなことを現状は

お聞きしているところでございます。市とし

ては、にぎわい創出という観点からも、でき

るだけ早期のグランドオープンということを



37

働きかけているところでございまして、今後

も再開発組合のほうにはそのように働きかけ

ていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

分科会長   冒頭でも申し上げましたが、質疑に関しては

平成３０年度決算の審査に関係あるものでお

願いいたします。  

小西委員   今の流れの……  

分科会長   流れというか、平成３０年度決算に関するも

のでお願いします。 

小西委員   中央通りＤ北地区ですけれども、当初予算は

１億円が計上されたと思うのですが、決算額

は３，０３２万円となっているのです。これ

はどういう理由でこうなったのでしょうか。  

都市再生整備課長 平成３０年度につきましては、準備組合が行

いました測量業務でありますとか現況調査な

ど、一部が完成したものですから、一部を支

払いまして、残りは平成３１年度に繰越しさ

せていただきました。 

五本委員   主要施策成果報告書２２４ページの都市マス
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タープランですが、都市計画道路の見直し事

業についてとありますよね。表題はこれでい

いのですけれども、適正な都市計画道路の構

築というふうに言われておりますが、私ども

が地域住民の皆様方に聞いてくると、「これ

は違うと思う。このような格好のいいことを

言っているが、見直しという名の廃止にすぎ

ない」と、こういうことを言っておられる。

これに対して、部長はどう思われるのか。 

活力都市創造部長 都市計画道路の見直しにつきましては、今ほ

ど五本委員もおっしゃいましたが、これまで

富山市では、まず平成２４年に大沢野地域、

平成２７年に八尾地域、それから平成２９年

に大山地域ということで、それぞれ都市計画

道路の見直しを行ってきたわけでございます。

例えば具体的に少し申し上げますと、大沢野

地域では、都市計画道路が大沢野地域内に１

９路線あったわけですが、そのうち１３路線

について見直しを行いまして、そのうち廃止

したものが４路線、幅員や延長等の距離など

の計画変更をしたものが９路線となっており

ます。 

それから、平成２７年に行いました八尾地域

では、八尾地域内に都市計画路線が１８路線

あったわけですが、そのうちの８路線につい
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て見直しを行いまして、そのうち廃止したも

のが４路線、計画変更をしたものが４路線と

いうふうになってございます。  

それから、大山地域におきましては、おとと

し、平成２９年度でございますが、８路線の

うち７路線の見直しを行いまして、そのうち

廃止が４路線、変更が３路線というような見

直しを行ったわけでございます。  

見直しの理由につきましては、細かく申し上

げることはいたしませんけれども、ほとんど

が昭和４０年代の、いわゆる高度経済成長期、

人口が右肩上がりに増えていく、経済も高度

成長が続いていくというような時代に計画さ

れた路線で、その後いろいろな状況などがご

ざいまして、手つかずになっていたものがほ

とんどということでございます。こうした状

況については、地元の皆さん方の期待も当然

大きいわけですけれども、かといって、今後

３０年、４０年もすれば、日本全体で人口が

３，０００万人減る、富山市におきましても、

今は４０万人ですが、３０万人ということで

４分の１が減るという状況の中で、計画は計

画ですが、そのまま実現可能かどうかという

ことについて、県が策定いたしました見直し

のガイドラインに基づきまして、慎重に計画

の見直し、必要性について検討してきたわけ
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でございます。  

それを踏まえまして、これは市が強制的にこ

う決めたのだからというわけにはいかないの

で、地元の皆さんも入りまして、自治振興会

の会長をはじめ、町内会の皆さんにも何度も

御説明をし、了解いただいたものを改めて都

市計画審議会にかけまして、そこで同意を得

たものを都市計画道路の見直しという形で進

めさせていただいたわけでございます。もっ

と具体的に申しますと、例えば全く手つかず

のものにつきましては廃止ということもあり

ますが、一部行っていたものについては、例

えば幅員を２０メートルにするものを１５メ

ートルまでにするとか、延長が１００メート

ルのものを８０メートルまでにするというよ

うな形で、継続できるものは継続してきたと。

それから、置きかえられる道路網があるもの

については、廃止するというようなことも御

提案をさせていただきまして、住民の皆様の

御了解を概ねいただいた上で進めてきたもの

と考えているところでございます。いろいろ

な御意見があるということは承知しておりま

すが、今後も、生活道路の維持修繕について

はしっかりとやっていきたいというふうに考

えているところでございます。  
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五本委員   わかるのですけれども、特に大山地域では、

７，６００メートル余りあったものが見直し

を図ったら、５，０００メートル切りだと。

皆さん方はここが特に事情がのみ込めないと。

７，０００メートルあったものが５，０００

メートル分を削除して、２，０００メートル

だけやるというのだから、例えば私の地元の

岩瀬地区でもそう言われたら、「何でよ」と

なりますよね。  

そういうことで、まずはね返ってきた言葉が、

「あんたら議員しとって、こんなひどいこと

になるって、知っておったのか」と。「知り

ませんでした」と、はっきり言わざるを得な

い。そうなってくると、我々は、「住民にバ

ッジをつけて胸を張って、こういうがになる

がやって言われんがけ」と、こうお叱りを受

けてきましたので。それはそれでいろいろな

こともあると思いますけれども、今後こうい

うことはもう少し事前にきちんと整理して、

そして誤解を与えないように物事を進めてい

ってほしいなということを要望して、次の質

問に移ります。  

生活交通対策事業、この前の６月議会でもや

ったバスのことです。バスの民間路線の維持

存続のため富山市は支援を行っているわけで

ありますけれども、あくまでも民間交通事業
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者が決定する事項ですね  言い方が悪いかな

 そう思っているので。 

まず１つには、先般、テレビで何か盛んにや

っておられたものは、運賃が２１０円ですか。

どこからどこへ乗り継いで行っても２１０円

と、このような理解でいいのですか。  

例えば、今、富山駅が南北接続しますよね。

では、岩瀬浜から乗って、大学前まで行った

と。今までだったら２００円と２００円で４

００円ですね。今の１０円というものは、消

費税が１０％に上がった時点において２１０

円にしましたと。ところが、市民から言わせ

ると、２１０円だから、来年もずっと継続し

ていって、どこまで行っても２１０円なので

しょうと。これでいいのですね。  

活力都市創造部長 はい。そのとおりでございまして、従来２０

０円だったものがこの１０月１日から２１０

円ということで  ＩＣカードを使えば１８０

円で従来と変わらないのですが  先般発表が

ありましたように、南北接続後も同じ金額と

いうことで、これは均一料金で岩瀬から乗っ

ていただいて南富山まで行こうが、全て同じ

料金ということになります。 

五本委員   それで民間事業者がオーケーされたというこ
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とで合意に至ったということですね。  

活力都市創造部長 富山地方鉄道のほうでもいろいろと、かなり

悩まれた面があるというふうに社長からもお

聞きしておりますけれども、やはり利便性を

上げるということ、サービスを維持するとい

うこととあわせて均一料金を維持して、でき

るだけ値上げ分を上乗せしないというような

ことで、この料金にされたというふうに富山

地方鉄道のほうからもお聞きしております。  

五本委員   わかりました。  

もう少し言おうかと思ったけれども、これを

１つ、まず乗り越えてもらわなければいけな

いから、きょうはこの程度でやめます。 

分科会長   今、時間のほうが１２時を回りました。ここ

で暫時休憩をとりたいと思います。 

午後の再開時間はまた皆さんにお知らせしま

すが、分科会を再開しまして、活力都市創造

部所管分から再開したいと思います。  

暫時休憩いたします。 

午後  ０時０２分  休憩  

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

午後  １時０７分  再開  
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分科会長   ただいまから建設分科会を再開いたします。 

休憩前は活力都市創造部所管分の質疑中でご

ざいました。前半に引き続き、引き締まった

質疑、引き締まった答弁を求めながら再開し

たいと思います。  

五本委員の質問が途中でしたので、続きから

お願いします。  

五本委員   午前中はちょっと逸脱した面がありましたの

で、改めて質問に入ります。 

主要施策成果報告書６１ページに生活交通対

策事業について書いてありますけれども、平

成３０年度のバス交通について、民間路線バ

スの維持存続のため支援を行っております。

あくまでも民間交通事業者が決定する事項で

あるが、市は補助金を出している立場として、

高いと言われるような運賃や利用しづらいと

言われるような利便性などについて利用者の

要望をどのように反映するようにしているの

かお答えをいただきたいということであった

わけであります。午前中は少し質問を間違っ

ていました。どうですか。  

交通政策課長 路線バスについて市民からの要望は受けるた

びにその都度、交通事業者にお伝えしている

というような状況でございます。  
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例えば平成３０年度の要望でありますと、バ

スが遅れるとか、定時性を確保してほしいな

どという声もございまして、ちょうど今年度

の１１月から県内のバスロケーションシステ

ムということで、バスの位置情報がスマホで

わかるというようなシステムも始まりますの

で、待受け環境の向上とか、そういったこと

で利便性につながるのではないかというふう

に考えます。 

五本委員   フィーダーバスは、２００７年４月から本格

運行になって、今もう１３年目を迎えたのか

な。フィーダーバスの利用状況は、平成２９

年度の１２万１，７７６人から、平成３０年

度は１０万２，５６７人と２万人も減少して

いると。この現状をどのように捉えているの

ですか。 

交通政策課長 フィーダーバスというのは、富山ライトレー

ルの利用圏域拡大を目的に走行しているもの

でありまして、ライトレール自身の平成２９

年、平成３０年の利用実績を見ると、やっぱ

りマイナスということがございまして、乗継

ぎ、一体的な利用がこのような結果に出てい

るのかということと、あと、一般の路線バス

も平成２９年から平成３０年にかけて減少傾
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向にございまして、富山地方鉄道のほうでは、

平成２９年度に雪が非常に多くて、多くの利

用者があったのだけれども、平成３０年度は

それほどでもなくて、その反動が来たのでは

ないかというふうに分析しておられるところ

でございます。  

五本委員   そうですね。そういうことなのですけれども、

平成３０年度に大きく減少した。来年３月の

南北接続、これは賛否両論ありますけれども、

より利用が促進されるような具体的な方策、

何かこうすればもっとよくなるのかなという

ことは考えておられるのですか。  

交通政策課長 南北接続によって路面電車の利便性が格段に

向上すれば、新たにフィーダーバスに乗って、

路面電車に乗ろうという方が当然増えるわけ

ですので、そういったことを周知するために、

フィーダーバス沿線地域のみならず、全市的

にしっかりＰＲしていくことが大事だと思っ

ています。何本に一本乗入れするのか、運賃

は幾らだとか、あるいはＩＣカードの利用は

こうだとかということをしっかりＰＲしてい

きたいというふうに考えております。  

尾上委員   拠点まちづくり支援事業についてお伺いした
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いと思います。  

主要施策成果報告書２２７ページに記載して

あります、まちづくり活動への支援というこ

とで、平成３０年度は２団体に支援をされて

いますが、この支援団体というのはどういう

団体になるのかということと、その方々の活

動の内容と実績についてお伺いしたいと思い

ます。 

都市再生整備課長 活動の内容ですけれども、中心市街地や地域

生活拠点の地域住民の方々が主体的に取り組

む都市基盤整備でありますとか、改善に向け

た活動及び都市制度を活用したエリアマネジ

メント活動をされるような方々に支援をして

おります。 

具体的には、平成３０年度につきましては、

南富山駅の「南富山まちづくりを考える会」

というところと、パティオさくら  桜町の再

開発ビルですけれども、そこの「パティオさ

くら運営協議会」に対して支援したところで

ございます。 

尾上委員   この中にもう１つ、アドバイザー派遣という

ものがありまして、ここに書いてあるとおり、

まちづくりの専門家をアドバイザーとして派

遣しているということですが、このアドバイ
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ザーはどういう方を選任しておられるのかお

伺いいたします。  

都市再生整備課長 アドバイザーにつきましては、まちづくりの

専門家、専門的な知識と経験を有する方とし

ておりまして、具体的に言いますと、大学の

先生でありますとか、コンサルタント会社で

実務経験が豊富にある人などを選任しまして、

地元と協議しながら派遣しております。 

尾上委員   先ほどのまちづくり活動の支援をされている

２団体というのは、パティオさくらと、もう

１つはまちなかだったのですけれども、これ

は郊外というか、郡部で何かそういう活動を

したいと思っても支援は受けられるものなの

ですか。 

都市再生整備課長 一応、地域生活拠点と言われるところの駅周

辺でありますとか、中心市街地というところ

に限ってやっております。  

尾上委員   ということは、郡部の駅周辺ではだめだとい

うことですか。  

都市再生整備課長 だめということではなくて、駅周辺であれば

相談に応じますということです。  
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村家委員   午前中、五本委員がちょっと言われたのです

けれども、都市計画道路の見直しということ

で質問がありました。 

私がちょっと聞きたいのは、主要施策成果報

告書５７ページと２２４ページに、都市マス

タープランの見直し事業というふうに出てい

ますよね。午前中は都市計画道路の見直しと

いうことであったのですが、大きなくくりの

都市マスタープランというものの見直し事業

はどうですか。  

都市計画課長 都市マスタープランといいますのは、都市計

画法に基づいて定めるものでございまして、

主な目的としましては、将来の都市計画に関

する基本的な方針を示しているものになりま

す。  

富山市では合併を機に新たな都市マスタープ

ランをつくりまして、平成２０年に新たな都

市マスタープランをつくったところで、コン

パクトなまちづくりに取り組む趣旨が明記さ

れているような状況であります。  

小西委員   主要施策成果報告書の６０ページと２４１ペ

ージのまちなか居住推進事業についてお伺い

いたします。 

まず、２４１ページの住宅取得支援について、
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実績８４戸となっていますけれども、マンシ

ョンと一戸建ての内訳をお伺いいたします。  

居住対策課長 内訳につきましては、一戸建てにつきまして

は１３戸、それからマンションにつきまして

は７１戸となっております。 

小西委員   共同住宅建設促進事業はマンションを建てる

側への補助だというふうに思いますけれども、

１０３戸となっていますが、何件で、補助先

はどこでしょうか。 

居住対策課長 申請件数につきましては４件です。それから、

戸数につきましては、記載のとおり１０３戸

でございます。  

補助先につきましては、これは特定の個人事

業者もいらっしゃいますので、特に事業者の

住所、お名前等につきましてはこの場でお伝

えすることは控えさせていただきたいと思い

ますが、ディベロッパーもいれば、個人の事

業主もいらっしゃるというところでございま

す。  

堀江委員   主要施策成果報告書５９ページ（１４）に中

心市街地活性化事業がございますが、若者に

とっても魅力あるまちづくりは大変重要だと
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思います。成果はすぐには出ないと思います

けれども、何か若者に特化したといいましょ

うか、どんな事業に取り組まれたのか、お聞

かせください。  

中心市街地 若者の意見や声を取り入れることにつきまし 

活性化推進課長 ては、これまでに、富山市民意識調査や富山

市人口ビジョンに関するアンケート調査など

を行い、そのアンケート結果から地域住民の

ニーズを把握いたしまして、第３期中心市街

地活性化基本計画の中の６１事業に反映させ

ていただいております。 

また、学生まちづくりコンペティション事業

では、学生からまちなかを盛り上げる若者視

点の企画を募集しまして、公開プレゼンテー

ションでの審査を経て、優秀な提案には支援

金を交付しまして、商店街との協働により実

際に提案事業を実施してもらうことも行って

おります。 

今ほど委員がおっしゃった主な取組みとしま

しては、道路空間を活用して行われるトラン

ジットモールの社会実験や、来街者が少なく

なる寒い冬の時期に中心市街地に来ていただ

くためにグランドプラザで行っておりますエ

コリンク事業やサンタクロースまちなか招聘

事業、また、富山駅では温かい鍋が味わえる
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「富山駅あったかおもてなしＤＡＹ」、さら

に、昨年度ガラス美術館で開催され、２２万

５，０００人を超える入場がありましたジブ

リの大博覧会など、さまざまなイベントを行

ってきたところであります。 

岡部委員   午前中も少し報告がありました主要施策成果

報告書５８ページの健康まちづくり推進事業

のノルディックウオーキングポールについて

でございますが、これは平成３０年度から展

開しておられるわけですけれども、具体的に

はどのような内容で実施しているかをまずお

聞かせいただきたい。そして、その成果につ

いてもあわせてお伺いします。  

活力都市推進課長 ノルディックウオーキングポールを活用した

事業といたしましては、市民や観光客の方々

が無料で使用できるノルディックウオーキン

グポールを富山市総合体育館にあります「Ｔ

ＯＹＡＭＡ  ＴＯＷＮ  ＴＲＥＫＫＩＮＧ  Ｓ

ＩＴＥ」（トヤマ  タウン  トレッキング  サ

イト）、城址公園にあります富山市まちなか

観光案内所、富山市民プールの３カ所に設置

いたしました。  

利用状況につきましては、昨年の５月から本

年３月までの実績で、３カ所で約４３９名の
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利用がありました。 

そのほかに、ノルディックウオーキングポー

ルを使ってまちなかを歩くノルディックウオ

ーキング講座を実施しております。昨年度は

年間２０回開催いたしまして、毎回２５名程

度が参加をされております。 

これらの効果といたしましては、利用者や講

座の参加者の健康増進はもちろんですけれど

も、今年度からまちなかノルディックウオー

キングと名称を変更して実施しておりますこ

の講座の昨年度の申込者数は２６名だったの

に対しまして、今年度につきましては３６名

の応募がありましたことから、ノルディック

ウオーキングの認知度が徐々に高まっている

のかなと考えておりまして、こういったＰＲ

効果もあったのかなというふうに思っており

ます。 

岡部委員   私もよく歩いている人を見るわけですけれど

も、実際にこれを活用された皆さんというの

は、今、観光客や市民の皆さんということで

したが、内訳みたいなものは何か把握してお

られますか。 

活力都市推進課長 内訳につきましては、その場所で何名という

のはわかるのですけれども、観光客か市内の
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人かというのはちょっとわかりかねます。 

分科会長   ちょっとわからなかったようなので、もう一

度、もうちょっとわかりやすくお願いします。 

岡部委員   観光客なのか、市内の人なのかというような

ことについて、全体として、何か把握はされ

ているのかどうかということなのです。 

分科会長   内訳ということでいいのですか。 

岡部委員   そうです。 

活力都市推進課長 ほぼ市内の方だと思われます。  

岡部委員   全体で年間４３９人の利用ということなので、

５月から始まって、事業としてはほぼ１１カ

月ですね。冬場はどうかという部分もありま

して、若干少ないような感じもしますけれど

も、これからどんどん活用できるようなＰＲ

などもしていただければというふうに思いま

す。  

尾上委員   公共交通沿線居住推進事業についてお伺いし

たいと思います。  

本市が推進する公共交通を軸とした拠点集中

型のコンパクトなまちづくりというものの実
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現に向けてさまざまな支援策を講じておられ

るわけですが、総人口に占める公共交通が便

利な地域に居住する人口の割合の目標が令和

３年度で４０％ということで、平成３０年度

末の数値が３８．７％ですので、残り１．３

％と、目標は余裕でクリアできるのかなとい

うふうに思っているのですが、先ほど説明の

中にもございました都市再生費の不用額の中

に、公共交通沿線居住推進事業費の不用額が

５，４００万余円ということで大変大きくな

っていまして、その理由としましては、交付

申請がなかったということなのですが、せっ

かくたくさんの予算を積んでいただいて、や

はり市としても公共交通の便利なところに住

んでいただいたほうが、あまり車に頼らない

ような生活もできるのではないかということ

で、いいことになるのだというふうに思いま

すが、どうしてこういった申請が少なかった

のかというような分析とか、今後、その４０

％を  もっともっとたくさんの人に住んでい

ただいたほうがいいと思いますので、目標達

成に向けた取組みについてお伺いいたします。 

居住対策課長 今ほどの公共交通沿線居住推進事業につきま

して不用額が生じた理由でございますが、総

じて言えば、補助申請が見込みより少なかっ
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たということになるのですけれども、中でも

主なものといたしましては、事業者向けの宅

地整備などに係る費用につきまして、事業者

の事業の延期や休止というような事情もござ

いまして、このあたりが多く影響して不用額

が生じているというところでございます。 

これにつきましては、予算編成の際には、当

然前年度までの実績、あるいは状況などを踏

まえて、大規模なものにつきましては事前に

ヒアリングをして積上げさせていただいてお

ります。 

その他、先ほど申しましたように、個人事業

主のものについては、全て事前に把握すると

いうことをいたしておりません。  

そういったこれまでの積上げの状況から記載

させていただいておりますが、その点につき

ましては、若干数字が下がっているというよ

うなことと考えております。 

尾上委員   質問の中にありました、今後どうしていかれ

るつもりかについてもお伺いします。  

居住対策課長 やはり公共交通沿線の居住推進においては、

こういった事業者向けの支援というのは根幹

をなす事業でございます。  

できるだけ周知に努めて、消費税率が上がっ
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ても、引き続き事業意欲が衰えないように、

周知を含めて、これはまちづくりの総合力で

高めていくしかないというふうに思っており

ますが、私ども、一担当といたしましては、

さらに周知に努めて御利用いただくというよ

うなことに取り組んでまいりたいと考えてお

ります。 

活力都市創造部長 補足です。  

今後の展開ということでございますけれども、

公共交通沿線、いわゆる串と団子の団子の部

分ですね。これについては、厚みを増してい

くということは大事な視点だと思っています

ので、その意義におきまして、市街化区域の

みならず、市街化調整区域におきましても、

例えば地区計画など、住民主体のまちづくり

などは、そういったものを活用しながら、そ

こをいわゆる住宅の推進区域というふうに位

置づけすることによって、さらに皆さんに生

活便利地域にまとまって住んでいただくとい

うような仕掛けをもっとしていきたいと思っ

ています。例えば富山地方鉄道の上滝線の沿

線やＪＲ高山本線の沿線といったようなとこ

ろの駅周辺、半径５００メートル域にある市

街化調整区域などにおきましても、住民の方

が地区計画について勉強されているところも
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今出てまいりました。我々としてもいろいろ

アドバイスをしたり、出前講座などこれから

も積極的に出ていって、そうしたところでの

公共交通沿線の居住推進区域の設定などにつ

きましてもやっていきたいと、それで団子の

部分は厚みを増したものにしていきたいとい

う思いを持っておりますので、こうしたこと

についても今後さらに展開していきたいとい

うふうに思っております。  

尾上委員   今言われたように、団子の部分なのですけれ

ども、バスの停留所と電車の駅とではちょっ

と範囲が違っていたり、いろいろあると思う

ので、そういったものの見直しも含めて、や

はりより多くの人に便利な地域に住んでいた

だけるような仕組みをつくっていただければ

というふうに思っております。  

堀江委員   主要施策成果報告書の６０ページの一番下の

（１９）空き家対策について伺いますが、八

尾地域において空き家を３棟取得されたとい

うことですが、幾らで取得されたのでしょう

か。  

居住対策課長 公有財産購入費ということになりますが、３

棟を合わせまして１，２２７万余円でござい
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ます。 

堀江委員   委員会資料２ページにございます住宅政策推

進事業費の公有財産購入費は関係あるのでし

ょうか。２，７１０万余円不用額があるので

すが、空き家取得との関連はどうなっていま

すか。 

居住対策課長 これにつきましては、今ほど申し上げた公有

財産購入費分の不用額ということになります。 

堀江委員   当初は３棟でこれくらいだろうということで

予算を見積もられたと思うのですが、さらに

それに加えて、ここで３棟以上買おうかなと

いうことは、ここでは決定できなかったので

しょうか。してはいけないことだったのか、

あるいはできたのか、そのような考え方もあ

ったのか等も含めてお答えください。  

居住対策課長 当初から３棟を見込んでおりましたので、不

動産鑑定の価格、評価額が見込みよりもかな

り低かったこともございまして、この分の不

用額が生じたものでございますが、３棟以上

を買うというような予定はそもそもございま

せんでした。 
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小西委員   同じく主要施策成果報告書６０ページと２４

２ページです。先ほども議論がありました公

共交通沿線に住まいを持つということですけ

れども、公共交通を利用してもらいたいとい

うことで、こういうことをしているというふ

うに思いますが、これが公共交通のバスや電

車の利用促進にどれくらいつながったのか、

いろいろな調査をされているわけですけれど

も、そういうことからわかりますでしょうか。 

居住対策課長 公共交通の補助金を御利用された方がどれだ

け公共交通を利用されているかという検証は、

現時点では行っておりません。  

小西委員   公共交通の利用促進につながったかどうかと

いうのは、いろいろな調査の中でわかります

か。  

活力都市創造部長 基本的に、今、富山市におきましては、市内

電車はもとよりですが、不二越・上滝線につ

いては、増便 これは社会実験はもう終わり

ましたが、その後、富山地方鉄道が引き続き

増便運行をなさっています。 

それから、ＪＲ高山本線につきましては、増

便に対し富山市が毎年４，０００万円ほど  

増便に係る経費と、それに伴う収益の差額分
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ということで平均で４，０００万円ほどＪＲ

西日本に対し補助をさせていただき利便性の

向上を図っているということです。 

いずれの鉄軌道につきましても、いわゆる便

利な公共交通機関に位置づけているわけでご

ざいまして  結局イタチごっこといいますか、

鶏が先なのかどうなのかわかりませんけれど

も、やはり公共交通が便利になればその周辺

に住宅団地というものが民間のディベロッパ

ーを中心に開発され、そこに住宅が集まって

くるというようなことになってくるわけでご

ざいます。 

さらに、東富山駅の東側と、それから呉羽駅

の北側は、おととし、平成２８年度ですか、

市街化区域に編入させていただきましたので、

東富山駅などでは既にもう住宅が林立してお

りまして、多くの方がお住まいになっていら

っしゃるというような状況がございます。き

ちんとしたデータはこれからまたとっていき

たいと思いますが、公共交通の利便性向上が

その沿線に住む住宅人口を増やしていること

は言えるというふうに思っております。 

小西委員   次に、共同住宅建設促進事業の補助額が平成

３０年度から半額になったと思うのですね。

公共交通の沿線はマンション１戸当たり７０



62

万円から３５万円、まちなかでは、１００万

円から５０万円になったということで、これ

について半額になった影響というのは出てい

ますでしょうか。  

居住対策課長 特段、極端に申請が減っているというような

ことは考えておりません。  

（「出ておりません」と発言する者あり） 

分科会長   ほかに質疑はありませんか。 

〔発言する者なし〕 

分科会長   ないようですので、これをもって、質疑を終

結いたします。  

これより、認定第１号中活力都市創造部所管

分、認定第１６号、以上２件を一括して、意

見の表明を行います。 

意見の表明はありませんか。 

小西委員   コンパクトシティ政策で市街地再開発事業に

対し非常に大きな補助金が中心部に投入され

てきています。  

高層分譲マンションは、当面人口が増えて固

定資産税が入るということがありますが、将
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来の人口減と空き家問題、マンションの老朽

化、マンションのスラム化などの問題を考え

ていく必要があるというふうに思います。 

また、大規模な何かをつくって人を呼ぼうと

か、商業テナントを誘致するスタイルは、郊

外型大型店がそのままでは、それが中心市街

地の商店街活性化に本当に効果があったのか

というところにも私は大いに疑問があります。 

また、中心部などへの居住誘導政策は、一方

で、郊外や不便な地域の空き家が増え、人口

が減り、衰退に拍車がかかるということにな

るというふうに思います。  

市内の均衡ある発展とは言えなくなります。

見直しの時期に来ているのではないかという

ふうに思います。  

思索の結果、こうした点には納得がいきませ

んので、決算認定には同意しかねますという

ことを申し上げて意見といたします。  

村家委員   市街地再開発事業を行うことによりまして、

防災上危険な密集市街地の安全性を高め、快

適な都市空間を創出するとともに、商業、そ

れから業務施設、住宅施設や宿泊施設などの

複合施設が開業することで、まちなかに新た

なにぎわい施設が生まれ、中心市街地の活性

化につながることが期待されます。 
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さらに、まちなか居住の推進にも寄与するこ

とから、事業を支援することは本市のまちづ

くりの方針に合致しているというふうに言え

ます。 

分科会長   ほかに意見の表明はありませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

分科会長   これをもって意見の表明を終結いたします。 

以上で、活力都市創造部所管分の決算審査を

終了いたします。  

活力都市創造部の皆さんは、退室をお願いい

たします。 

この後、建設部所管分に入ります。 

説明員を交代しますので、しばらくお待ちく

ださい。 

〔活力都市創造部退室／建設部入室〕  

分科会長   これより、建設部所管分の決算審査を行いま

す。  

認定第１号  平成３０年度富山市一般会計歳

入歳出決算、歳出第８款土木費中、建設部所

管分、第１１款災害復旧費中、建設部所管分、 

認定第１７号  平成３０年度富山市賃貸住宅  
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・店舗事業特別会計歳入歳出決算、 

以上２件を一括議題といたします。 

これより、当局の説明を求めます。 

建設部長   〔挨拶〕  

建設部次長  〔主要施策成果報告書及び委員会資料により

説明〕 

分科会長   これより、質疑に入ります。 

質疑はありませんか。 

小西委員   主要施策成果報告書６３ページの（１３）の

フラワーハンギングバスケットについてです。

花と緑の推進事業費の３分の２の６，１００

万円ということですけれども、平地での植栽

など、都市空間に花の彩りを添えるという施

策については、もう少し低額でできるような

施策があるのではないかというふうに思いま

すが、その辺の考えをお聞かせ願います。 

公園緑地課長 フラワーハンギングバスケットにつきまして

は、中心市街地におけるまちなかの景観向上

や、本市を訪れる観光客へのおもてなしはも

とより、市民のシビックプライドの醸成に寄

与するものと考えておりますので、お金にか
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えられない価値観を生み出しているものと考

えております。  

岡部委員   自主防災の関係で少し聞かせていただきたい

のですけれども、主要施策成果報告２１２ペ

ージに具体の数字が載っています。 

前年に比べて決算額が２００万円ぐらい減少

しており、防災資機材購入費補助とか、防災

訓練実施費用補助が減少しているということ

が要因だろうと思うのですけれども、それぞ

れ訓練がされていないということだろうと思

うのです。訓練がされていないことに対する

分析はされているのかどうか、お聞かせくだ

さい。 

防災対策課長 自主防災組織への支援策といたしまして、記

載のとおり、訓練への補助と資機材の購入に

対する補助というものがございますが、まず、

訓練費補助につきましては、平成３０年度は、

平成２９年度と比較いたしまして、申請件数

では５２件減の２７７件、それから、資機材

の購入費補助につきましては、申請件数では

１２件減の２１件となり、２つの補助制度と

も申請件数が減少した結果となりました。 

その理由につきましては、明確なことはちょ

っと申し上げられないのですが、平成２９年
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度と比較して、特に６月から８月にかけて大

きく訓練回数が減っておりました。天候不順

もその理由の１つではないかと思っておりま

す。  

また、補助申請をしなかった、あるいは活動

が低調であった、それから補助制度そのもの

を知らなかったという組織があることも考え

られることから、今後さらに支援策の周知や

啓発に努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

岡部委員   活動が停滞しているという話もあるわけでご

ざいますが、やはり最近災害が頻発している

という中で、啓発というものも大事ではない

かというふうに思っております。  

組織率について少し確認をしたいのですけれ

ども、本市の組織率については、地域の世帯

数に対してどれだけ組織されているかという

計算の仕方だと思うのですが、それで間違い

ないでしょうか。  

防災対策課長 そのとおりでございます。 

岡部委員   これは、ほかの自治体でも組織率は大体その

ような考え方なのか。何となく感覚で言えば、

いわゆる各自治会がつくっているという感覚
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かなと思っているのですけれども。 

防災対策課長 一つ一つの組織、例えば町内会ですと、町内

の世帯を、できた組織数を全部足して、富山

市の世帯数で割るという率になっています。

このやり方は、基本的には全国一律のやり方

になっています。  

堀江委員   主要施策成果報告書２４８ページの市営住宅

バリアフリー化事業費について伺います。 

これは執行率が４７．６％になっております

が、その理由をお聞かせください。 

市営住宅課長 平成２年度以前の中高層の既存住宅の１階の

住居が空室となった場合にバリアフリー化の

改修工事をしており、高齢者に向けて提供す

ることを目的としております。  

１階が空室となった場合にのみ改修できるこ

とから、毎年２戸程度となっております。 

昨年度は予算としまして４戸分の改修を見込

んでおりましたが、本事業は社会資本整備総

合交付金事業でもありまして、国からの交付

金の内示が２戸分に減額となりましたことも

あり、２戸分が不用額となったものでござい

ます。それで執行率が低いということであり

ます。 
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堀江委員   そうしますと、国の交付金ということで、こ

れは条件的にはあくまでも１階のみが対象に

なっているということなのですか。 

市営住宅課長 基本的に１階でございますが、エレベーター

がついている団地も対象にしております。 

堀江委員   この実施状況としてインターホンの設置がご

ざいます。平成２７年度以降はインターホン

ということになっておりますが、以前は緊急

ブザーであったと。緊急ブザーからインター

ホンに変わったことについて 今のは平成３

０年度以降の話になりますが 教えていただ

けますか。 

市営住宅課長 緊急ブザーは、入居者に異変があった際に外

に取りつけたブザーが鳴り続けて、ほかの人

に知らせるためのものであります。 

たまたま外に人がいないとその役割を果たす

ことがないこともありまして、福祉保健部と

連携して、２４時間確実に通報できる緊急通

報装置の設置を進めているところでございま

す。  

なお、市営住宅には呼び鈴はついております

けれども、入居者と来訪者が双方で会話でき

るインターホンは、入居者の安全確認にも必
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要と考えておりまして、引き続き設置はして

いきたいと考えてございます。  

岡部委員   先ほど防災の関係で一緒に聞けばよかったの

ですけれども、災害用備蓄物資のところで、

昨年度の一般・特別会計決算特別委員会の中

での意見・要望・指摘事項にもありますが、

決算額だけを見れば、平成２９年度の４，４

００万円に対して、平成３０年度は１，５０

０万円ということで、１００％に近づけてい

かなければならないと言いながらもむしろ決

算額は下がっているということになっていま

す。令和３年までに本当に１００％を目指せ

るのかどうか、非常に心配なのですけれども、

そこら辺のことをお聞かせください。  

防災対策課長 このことにつきましては、平成２０年度の話

になりますが、平成２０年度に土地開発基金

で取得した水橋地区の防災倉庫を平成２９年

度に一般会計３，１８８万３，０００円で買

い戻したことが、平成２９年度の決算額が増

えた理由になっております。 

分科会長   ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  
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分科会長   それでは、ほかになければ、これをもって質

疑を終結いたします。 

これより、認定第１号中建設部所管分、認定

第１７号、以上２件を一括して、意見の表明

を行います。 

意見の表明はありませんか。 

小西委員   各事業が厳しい予算の中から行われてきてい

ますけれども、突出しているのは中心部の一

部だけのフラワーハンギングバスケットで、

６，１００万円も使われたと。これは税金の

使い方として他の方法へと見直すべきではな

いかと思いますので、同意できませんという

意見を述べて、私の意見といたします。 

村家委員   今の意見は、フラワーハンギングバスケット

の話ですね。 

花でつなぐフラワーリング事業の１つである

フラワーハンギングバスケットの設置は、先

ほど公園緑地課長のほうからも説明がありま

したが、中心市街地におけるまちなかの景観

向上や本市を訪れる観光客へのおもてなしは

もとより、市民のシビックプライドの醸成に

も寄与するものと考えております。 

また、このフラワーハンギングバスケットは、

「海外のまちに来ているようで、すてきだな



72

と感心している」「まちを歩くのが楽しくな

る」「海外の友人からとても好評です」など、

市民だけでなく、国内外の方々からも高い評

価を受けていると伺っております。 

この事業は費用がかかるものの、富山市の魅

力をＰＲするための有効な手段であり、人口

減少、少子・高齢社会において本市も選ばれ

るまちとなっていくために、お金にかえられ

ない価値を生み出しているものと考えており

ます。 

分科会長   ほかに意見の表明はありませんか。  

〔発言する者なし〕 

分科会長   これをもって、意見の表明を終結いたします。  

以上で、建設部所管分の決算審査を終了いた

します。 

これで、当分科会に送付されました全案件の

審査は終了いたしました。  

委員各位に御相談申し上げます。  

分科会長報告につきましては、正・副分科会

長に御一任いただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕  
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分科会長   それでは、そのように取り計らいます。 

これをもって、予算決算委員会建設分科会を

閉会いたします。  
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